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日 本 薬 剤 師 会 

副会長  森  昌平 

 

令和２年６月 18日付けで薬価基準に収載された 

後発医薬品の安定供給に係る対応について 

 

標記について、厚生労働省医政局経済課長から別添のとおり通知がありました

のでお知らせいたします。 

 当該通知は、後発医薬品が薬価収載されたことに伴い、安定供給に係る対応に

ついて示されたことに関するものです。 

 令和２年６月 18日付けで薬価収載された後発医薬品につきましては、令和２年

6月 22日付け日薬業発第 137 号にてお知らせしたところです。後発医薬品の安定

供給につきましては、すでに苦情を受け付ける仕組みが設けられており（令和元

年 12月 20 日付け同 348 号ほか）、これまで実施されているところですが、今回の

後発医薬品の薬価収載にあたり安定供給について会員等から苦情があった場合に

は、引き続き、当該仕組みにて対応するよう求められています。 

 つきましては、貴会会員にご周知下さいますようお願い申し上げます。 
















